
 生活保護法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年６月27日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第52号 

   生活保護法施行細則等の一部を改正する規則 

 （生活保護法施行細則の一部改正） 

第１条 生活保護法施行細則（昭和58年岩手県規則第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（備付書類） （備付書類） 

第２条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、次に掲げ

る書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかな

ければならない。 

第２条 広域振興局長（以下「局長」という。）は、次に掲げ

る書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかな

ければならない。 

 (１)～(10) ［略］  (１)～(10) ［略］ 

  (11) 別に定める様式による就労自立給付金支給決定調書 

（申請書） （申請書） 

第４条 法第24条第１項（同条第５項において準用する場合を

含む。以下同じ。）の規定による保護の開始又は変更の申請

は、別に定める様式による保護申請書により行わなければな

らない。 

第４条 法第24条第１項（同条第９項において準用する場合を

含む。）の規定による保護の開始又は変更の申請は、別に定

める様式による保護申請書により行わなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の申請書には、保護の種類により福祉に関する事務

所の長の指示するところにより、次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

３ 第１項の申請書には、保護の種類により、省令第１条第４

項に規定する書類のほか、局長の指示するところにより、次

に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 （決定通知書）  （決定通知書） 

第５条 法第24条第１項、第25条第２項及び第26条に規定する

書面は、別に定める様式による保護決定（変更）通知書、保

護申請却下通知書又は保護停止（廃止）決定通知書によらな

ければならない。 

第５条 法第24条第３項（同条第９項において準用する場合を

含む。）、第25条第２項及び第26条に規定する書面は、別に

定める様式による保護決定（変更）通知書、保護申請却下通

知書又は保護停止（廃止）決定通知書によらなければならな

い。 

 ２ 法第24条第８項に規定する書面は、別に定める様式による

通知書によらなければならない。 

 （検診命令書等）  （報告、調査及び検診） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

 ２ 局長は、法第４条第２項に規定する扶養義務者に対し、要

保護者の扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行につ

いて照会するときは、別に定める様式による扶養照会書によ

り行わなければならない。 

 ３ 局長は、法第28条第２項の規定に基づき扶養義務を履行し

ない理由について報告を求めるときは、別に定める様式によ

る依頼書により行わなければならない。 



 （調査の嘱託等）  （資料の提供等） 

第７条 法第29条の規定に基づく調査の嘱託は、別に定める様

式により行わなければならない。 

第７条 局長は、法第29条第１項の規定に基づき書類の閲覧若

しくは資料の提供又は報告を求めるときは、別に定める様式

による調査依頼票により行わなければならない。 

２ 局長は、扶養義務者に対し、要保護者の扶養の可否を確認

するために、扶養義務の履行について照会するときは、別に

定める様式による扶養照会書により行わなければならない。 

 

（保護施設廃止の報告等） （保護施設廃止の報告等） 

第16条 省令第７条又は第８条の規定による報告又は通知は、

別に定める様式による保護施設廃止（縮少、休止）報告書又

は保護施設廃止（休止）通知書により行わなければならない

。 

第16条 省令第７条又は第８条の規定による報告又は通知は、

別に定める様式による保護施設廃止（縮小、休止）報告書又

は保護施設廃止（休止）通知書により行わなければならない

。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （医療機関等の指定申請書等）  （医療機関等の指定申請書等） 

第17条 省令第10条第１項の規定による申請は、別に定める様

式による生活保護法指定医療機関（助産師、施術者）指定申

請書により行わなければならない。 

第17条 法第49条の２第４項において準用する同条第１項の規

定による申請は、別に定める様式による生活保護法指定医療

機関指定申請書により行わなければならない。 

 ２ 法第49条の３第１項の規定による更新の申請は、別に定め

る様式による生活保護法指定医療機関指定更新申請書により

行わなければならない。 

２ 省令第10条の２第１項の規定による申請は、別に定める様

式による生活保護法指定介護機関指定申請書により行わなけ

ればならない。 

３ 法第54条の２第４項において準用する法第49条の２第４項

において準用する同条第１項の規定による申請は、別に定め

る様式による生活保護法指定介護機関指定申請書により行わ

なければならない。 

 ４ 法第54条の２第２項ただし書の規定による申出は、別に定 

める様式による申出書により行わなければならない。 

 ５ 法第55条第２項において準用する法第49条の２第１項の規

定による申請は、別に定める様式による生活保護法指定助産

機関（施術機関）指定申請書により行わなければならない。 

３ 法第50条の２（法第54条の２第４項及び第55条において準

用する場合を含む。以下同じ。）の規定による変更の届出は

、別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介護機関

、助産師、施術者）名称（所在地、その他）変更届書により

行わなければならない。 

６ 法第50条の２（法第54条の２第４項及び第55条第２項にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による変更の

届出は、別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介

護機関、助産機関、施術機関）名称（所在地、その他）変更

届書により行わなければならない。 

４ 法第50条の２の規定による事業の廃止又は休止の届出は、

別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介護機関、

助産師、施術者）休止（廃止）届書により行わなければなら

ない。 

７ 法第50条の２の規定による事業の廃止又は休止の届出は、

別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介護機関、

助産機関、施術機関）休止（廃止）届書により行わなければ

ならない。 

５ 法第50条の２の規定による事業の再開の届出は、別に定め

る様式による生活保護法指定医療機関（介護機関、助産師、

施術者）再開届書により行わなければならない。 

８ 法第50条の２の規定による事業の再開の届出は、別に定め

る様式による生活保護法指定医療機関（介護機関、助産機関

、施術機関）再開届書により行わなければならない。 



６ 省令第14条第３項の規定による届出は、別に定める様式に

よる生活保護法指定医療機関（介護機関、助産師、施術者）

処分届書により行わなければならない。 

９ 省令第14条第３項の規定による届出は、別に定める様式に

よる生活保護法指定医療機関（介護機関、助産機関、施術機

関）処分届書により行わなければならない。 

７ 法第51条第１項（法第54条の２第４項及び法第55条におい

て準用する場合を含む。）の規定による指定の辞退の届出は

、別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介護機関

、助産師、施術者）指定辞退届書により行わなければならな

い。 

10 法第51条第１項（法第54条の２第４項及び第55条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による指定の辞退の届

出は、別に定める様式による生活保護法指定医療機関（介護

機関、助産機関、施術機関）指定辞退届書により行わなけれ

ばならない。 

  （就労自立給付金支給申請書） 

 第18条 法第55条の４第１項の規定による就労自立給付金（次

条において「就労自立給付金」という。）の支給の申請は、

別に定める様式による就労自立給付金支給申請書により行わ

なければならない。 

  （就労自立給付金支給決定通知書等） 

 第19条 局長は、法第55条の４第１項の規定に基づき就労自立

給付金の支給を決定したとき、又は前条の申請を却下したと

きは、同条の申請をした者に対し、別に定める様式による就

労自立給付金支給決定通知書又は就労自立給付金支給申請却

下通知書により通知しなければならない。 

（不服申立書） （不服申立書） 

第18条 ［略］ 第20条 ［略］ 

 （保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出） 

 第21条 法第78条の２第１項又は第２項の規定に基づく申出は

、別に定める様式による申出書により行わなければならない

。 

 （提出書類の経由）  （提出書類の経由） 

第19条 ［略］ 第22条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （債権の管理に関する規則の一部改正） 

第２条 債権の管理に関する規則（昭和39年岩手県規則第43号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（履行延期の特約等の手続） （履行延期の特約等の手続） 

第15条 ［略］ 第15条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、広域振興局保健福祉環境部長、

沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター所長又は県北広域

振興局二戸保健福祉環境センター所長は、生活保護法（昭和

25年法律第144号）第63条の規定により債務者が金銭の返還

をしなければならない場合又は同法第78条の規定に基づき知

事が債務者から保護費（同法第70条第１号イに規定する保護

３ 前項の規定にかかわらず、広域振興局保健福祉環境部長、

沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター所長又は県北広域

振興局二戸保健福祉環境センター所長は、生活保護法（昭和

25年法律第144号）第63条の規定により債務者が金銭の返還

をしなければならない場合又は同法第78条第１項若しくは第

３項の規定に基づき知事が債務者から保護費（同法第70条第



費をいう。）の全部又は一部を徴収する場合において、債務

者から履行延期申請書の提出があったときは、直ちに、当該

申請書を審査し、履行延期の特約等をするかどうかを決定し

なければならない。この場合においては、管財課総括課長へ

の合議を省略することができる。 

１号イに規定する保護費をいう。）若しくは就労自立給付金

費（同法第73条第３号に規定する就労自立給付金費をいう。

）の全部又は一部を徴収する場合において、債務者から履行

延期申請書の提出があったときは、直ちに、当該申請書を審

査し、履行延期の特約等をするかどうかを決定しなければな

らない。この場合においては、管財課総括課長への合議を省

略することができる。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県事務委任及び代決専決規則の一部改正） 

第３条 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正） 

第４条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則（平成20年岩手県規則第55号）の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

改正前 改正後 

（保健福祉環境部長等専決事項） （保健福祉環境部長等専決事項） 

第35条 広域振興局の保健福祉環境部長及び保健福祉環境部保

健福祉環境センター所長の専決できる事項は、次の表に掲げ

る事務（同表の「専決権者」欄に○印のある事務に限る。）

とする。 

第35条 広域振興局の保健福祉環境部長及び保健福祉環境部保

健福祉環境センター所長の専決できる事項は、次の表に掲げ

る事務（同表の「専決権者」欄に○印のある事務に限る。）

とする。 

 

事 務 

専決権者 

備 考 

  

事 務 

専決権者 

備 考 

 

 

保健福祉

環境部長 

保健福祉

環境部保

健福祉環

境センタ

ー所長 

 

 
保健福祉

環境部長 

保健福祉

環境部保

健福祉環

境センタ

ー所長 

 

  ［略］    ［略］  

 16 地方自治法施行令第

171条の６の規定に基づ

く履行延期の特約又は

処分の決定に関するこ

と（生活保護法第63条

の規定による返還及び

同法第78条の規定に基

づく徴収に係るものに

限る。）。 

 ［略］   16 地方自治法施行令第

171条の６の規定に基づ

く履行延期の特約又は

処分の決定に関するこ

と（生活保護法第63条

の規定による返還並び

に同法第78条第１項及

び第３項の規定に基づ

く徴収に係るものに限

る。）。 

 ［略］  

 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



 （申請書）  （申請書） 

第４条 保護法第24条第１項（同条第５項において準用する場

合を含む。以下同じ。）の規定による支援給付の開始又は変

更の申請は、別に定める様式による支援給付申請書により行

わなければならない。 

第４条 保護法第24条第１項（同条第９項において準用する場

合を含む。）の規定による支援給付の開始又は変更の申請は

、別に定める様式による支援給付申請書により行わなければ

ならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 第１項の書面には、支援給付の種類により福祉に関する事

務所の長の指示するところにより、次に掲げる書類（変更の

申請にあっては、必要なものに限る。）を添付しなければな

らない。 

３ 第１項の申請書には、支援給付の種類により、保護法第24

条第２項（同条第９項において準用する場合を含む。）に定

める書類として生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21

号）第１条第４項に規定する書類のほか、局長の指示すると

ころにより、次に掲げる書類（変更の申請にあっては、必要

なものに限る。）を添付しなければならない。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 （決定通知書）  （決定通知書） 

第５条 保護法第24条第１項、第25条第２項及び第26条の規定

による書面は、別に定める様式による支援給付決定（変更）

通知書、支援給付申請却下通知書又は支援給付停止（廃止）

決定通知書によらなければならない。 

第５条 保護法第24条第３項（同条第９項において準用する場

合を含む。）、第25条第２項及び第26条の規定による書面は

、別に定める様式による支援給付決定（変更）通知書、支援

給付申請却下通知書又は支援給付停止（廃止）決定通知書に

よらなければならない。 

 ２ 保護法第24条第８項に規定する書面は、別に定める様式に

よる通知書によらなければならない。 

（検診命令書等） （報告、調査及び検診） 

第６条 局長は、保護法第28条の規定に基づき検診を受けるべ

き旨を命ずるときは、別に定める様式による検診命令書、検

診料請求書及び検診書を交付しなければならない。 

第６条 局長は、保護法第28条第１項の規定に基づき検診を受

けるべき旨を命ずるときは、別に定める様式による検診命令

書、検診料請求書及び検診書を交付しなければならない。 

 ２ 局長は、保護法第４条第２項に規定する扶養義務者に対し

、要支援者の扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行

について照会するときは、別に定める様式による扶養照会書

により行わなければならない。 

 ３ 局長は、保護法第28条第２項の規定に基づき扶養義務を履

行しない理由について報告を求めるときは、別に定める様式

による依頼書により行わなければならない。 

 （調査の嘱託等）  （資料の提供等） 

第７条 局長は、保護法第29条の規定に基づき調査を嘱託する

ときは、別に定める様式による調査依頼票により行わなけれ

ばならない。 

第７条 局長は、保護法第29条第１項の規定に基づき書類の閲

覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、別に定める

様式による調査依頼票により行わなければならない。 

２ 局長は、保護法第４条第２項に規定する扶養義務者に対し

、要支援者の扶養の可否を確認するために、扶養義務の履行

について照会するときは、別に定める様式による扶養照会書

により行わなければならない。 

 

 （保護施設廃止の報告等）  （保護施設廃止の報告等） 



第15条 保護法第40条第３項の場合における生活保護法施行規

則（昭和25年厚生省令第21号）第７条又は第８条の規定によ

る報告又は通知は、別に定める様式による保護施設廃止（縮

少、休止）報告書又は保護施設廃止（休止）通知書により行

わなければならない。 

第15条 保護法第40条第３項の場合における生活保護法施行規

則第７条又は第８条の規定による報告又は通知は、別に定め

る様式による保護施設廃止（縮小、休止）報告書又は保護施

設廃止（休止）通知書により行わなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（不服申立書） （不服申立書） 

第16条 ［略］ 第16条 ［略］ 

  （支援給付を徴収金の納入に充てる旨の申出書） 

 第17条 保護法第78条の２第１項の規定に基づく申出は、別に

定める様式による申出書により行わなければならない。 

 （提出書類の経由）  （提出書類の経由） 

第17条 ［略］ 第18条 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 生活保護法の一部を改正する法律（平成25年法律第104号）附則第８条の申請及び生活保護法施行規則の一部を改正する省令

（平成26年厚生労働省令第57号）附則第３条の申請は、この規則の施行前においても、第１条の規定による改正後の生活保護法

施行細則第17条第１項、第３項及び第５項並びに第18条に規定する別に定める様式の例により行うことができる。 

３ 第１条の規定による改正後の生活保護法施行細則及び第４条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則に規定する別に定める様式は、この規則の施行の日以後に提出し、又は報告する申

請書等又は報告書について適用し、同日前に提出し、又は報告した申請書等又は報告書については、なお従前の例による。 

４ 第１条の規定による改正前の生活保護法施行細則及び第４条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則に規定する別に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用するこ

とができる。 
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